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議 案 名 
富士見市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

 扶養手当の見直し等のため、富士見市水道企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例の一部を改正するものです。 

制 定 内 容 

１ 第１条関係 

扶養手当の見直し 

・配偶者に係る扶養手当を廃止する。

※上記以外の扶養親族等に係る扶養手当額の変更はなし。

２ 第２条関係 

（１） 管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯の追加

【現 行】なし

【改正後】午後10時～午前５時

（２） 再任用された職員への手当支給の拡大

定年前再任用短時間勤務職員に住居手当を新たに支給

（３） 関係条例の改正

富士見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等

の条例の一部改正 

・暫定再任用職員に住居手当を新たに支給

（４） その他

必要な文言の整理等を行うものです。

施 行 日 
第１条関係 令和８年４月１日 

第２条関係 公布の日 



富士見市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年条例第１８号）新旧対照表 

新 旧 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 水道企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）                                         

                                                              

 第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下

「職員」という。）の給与の種類は、給料及び手当とする。 

第２条 水道企業職員で常時勤務を要する者      、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任

用職員（第１５条において単に「会計年度任用職員」という。）及び

同法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以

下「職員」という。）の給与の種類は、給料及び手当とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（扶養手当） （扶養手当） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項の扶養親族とは      、次      に掲げる者で他に生計の途が

なく主としてその職員の扶養を受けているものをいう          。 

２ 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途が

なく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。 

（１） 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

子                       

（１） 配偶者（届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下同じ。） 

（２） 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある 

     孫 

（２） 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

子及び孫 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

（通勤手当） （通勤手当） 

第７条 通勤手当は、次      に掲げる職員に対して支給する。 第７条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。 

（１） 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常

例とする職員（交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困

難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩によ

（１） 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常

例とする職員（交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困

難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩によ



り通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満で

あるもの及び第３号に掲げる職員を除く。） 

り通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満で

ある者  及び第３号に掲げる職員を除く。） 

（２） 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの

（以下この号及び次号において「自動車等」という。）を使用する

ことを常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤することが

著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで

徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメート

ル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） 

（２） 通勤のため自動車その他の      用具で管理者が定めるもの

（以下この号及び次号において「自動車等」という。）を使用する

ことを常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤することが

著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで

徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメート

ル未満である者  及び次号に掲げる職員を除く。） 

（３） 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、

自動車等を使用することを常例とする職員（交通機関を利用し、又

は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員

以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用

しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キ

ロメートル未満であるものを除く。） 

（３） 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、

自動車等を使用することを常例とする職員（交通機関を利用し、又

は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員

以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用

しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キ

ロメートル未満である者  を除く。） 

（休日勤務手当） （休日勤務手当） 

第９条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日  に当たっ

ても、正規の給与を支給する。 

第９条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日等に当たっ

ても、正規の給与を支給する。 

２ 休日勤務手当は、休日  において正規の勤務時間中に勤務すること

を命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。 

２ 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務        

を命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。 

３ 前２項の休日  とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（代休日を指定されて、当該休日に割り振

られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる

代休日。以下「祝日法による休日等」という。）又は年末年始の休日

（１２月２９日から翌年の１月３日までの日（国民の祝日に関する法

律に規定する休日を除く。）をいい、代休日を指定されて、当該休日

３ 前２項の休日等とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（代休日を指定されて、当該休日に割り振

られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる

代休日。以下「祝日法による休日等」という。）又は年末年始の休日

（１２月２９日から翌年の１月３日までの日（国民の祝日に関する法

律に規定する休日を除く。）をいい、代休日を指定されて、当該休日



に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日

に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。）その他管理者

が定める日をいう。 

に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日

に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。）その他管理者

が定める日をいう。 

（時間外勤務手当等に関する規定の適用除外） （管理職員特別勤務手当                  ） 

第１１条 第８条、第９条第２項及び第１０条の規定は、第４条の規定

に基づき管理職手当を支給される職員（次条において「管理職員」と

いう。）については適用しない。 

第１１条 第８条、第９条第２項及び第１０条の規定は、第４条の規定

に基づき管理職手当を支給される職員については適用しない。       

                              

 ２ 管理職員特別勤務手当は、第４条の規定に基づき管理職手当を支給

される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、

週休日又は休日（祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。

以下同じ。）において勤務する場合に支給する。 

（管理職員特別勤務手当） 

第１２条 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時又は緊急の必要そ

の他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しく

は年末年始の休日等（次項において「週休日等」という。）に勤務す

る場合に支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時

又は緊急の必要により午後１０時から翌日の午前５時までの間（週休

日等に含まれる時間を除く。）であって正規の勤務時間以外の時間に

勤務をした場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給

する。 

 

 

 

（期末手当） （期末手当） 

第１３条 （略） 第１２条 （略） 



（勤勉手当） （勤勉手当） 

第１４条 （略） 第１３条 （略） 

（給与の減額） （給与の減額） 

第１５条 （略） 第１３条の２ （略） 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの

子を養育するため１日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことを

いう。）、介護休暇（当該職員が要介護者（配偶者（届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同

じ。）、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、

疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むの

に支障があるものをいう。以下この項において同じ。）の介護をする

ため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇を

いう。）又は介護時間（当該職員が要介護者の介護をするため、１日

の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場

合における休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合には、前項

の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当た

りの給与額を減額して給与を支給する。 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの

子を養育するため１日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことを

いう。）又は介護休暇（当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母

その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定

する期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするた

め、                                                           

                                                              

                                                              

                                                              

         勤務しないことが相当であると認められる場合における休

暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかか

わらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を

減額して給与を支給する。 

（休職者の給与） （休職者の給与） 

第１６条 （略） 第１４条 （略） 

（専従休職者の給与） （専従休職者の給与） 

第１７条 地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第

２８９号）第６条第１項ただし書の許可を受けた職員には、その許可

が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。 

第１４条の２ 地方公営企業等の労働関係に関する法律              

              第６条第１項ただし書の許可を受けた職員には、その

許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。 

（育児休業の承認を受けた職員の給与） （育児休業の承認を受けた職員の給与） 



第１８条 （略） 第１４条の３ （略） 

（自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与） （自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与） 

第１９条 （略） 第１４条の４ （略） 

（会計年度任用職員の給与            ） （会計年度任用職員についての適用除外） 

第２０条 水道企業職員で会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の

２第１項に規定する会計年度任用職員をいう。）であるものの給与は、

報酬又は給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、

期末手当及び勤勉手当とし、富士見市会計年度任用職員の報酬等に関

する条例（令和元年条例第１０号）の適用を受ける会計年度任用職員

との権衡を考慮し、支給する。 

第１５条 第４条から第６条まで、第７条の２、第１０条及び第１１条

の規定は、会計年度任用職員には適用しない。                     

                                                              

                                                              

                                                              

                                

２ 第１３条及び第１４条  の規定は、任期が６月未満の者その他の者

で管理者が定めるものには適用しない。 

２ 第１２条及び第１３条の規定は、任期が６月未満の者その他の者で

管理者が定めるものには適用しない。 

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） （定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） 

第２１条 第６条          の規定は、地方公務員法第２２条の４第１

項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員には適用しな

い。 

第１６条 第５条及び第６条の規定は、地方公務員法第２２条の４第１

項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員には適用しな

い。 

（委任） 

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

 



富士見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年条例第２２号）新旧対照表 

新 旧 

附 則 

（富士見市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改

正に伴う経過措置） 

附 則 

（富士見市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改

正に伴う経過措置） 

第１９条 富士見市水道企業職員の種類及び基準に関する条例     

 第６条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

第１９条 富士見市水道企業職員の種類及び基準に関する条例第５条及

び第６条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

  

  

 


